
〈編集後記〉 

 羽根木公園は梅から桜にバトンタッチし、本格的な春の到来を感じます。お花見をしながら地図を片手に松原の歴史を

探索してみてはいかがでしょうか。地震対策と能登半島地震の支援金募集の案内を掲載しています。時を前後して東京都

から『東京くらし防災・東京防災』の改訂版が配布されました。いざというときに備えて目を通し、防災グッズと共に保

管しておきたいものです。（編集委員一同） 

詳しくは、マイナンバー制度コールセンターへお問い合わせください！ 

まつばらだより  第９３号 

 

令和６年３月１５日発行 まつばらだより編集委員会（事務局 松原まちづくりセンター）電話０３（３３２１）４１８６ 

※まつばらだよりは松原まちづくりセンター窓口にて配布しています。お気軽にお越しください。 
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３月２１日実施の「世田谷再発見～松原むかし散歩 part2～」では、松原1丁目

を中心に、歴史的スポットや石造物を見学します。今回のまつばらだよりでは、 

その見学先の中から４か所を取り上げてご紹介します。マップを片手に、松原の

歴史を探訪してみませんか？ 

松原むかし散歩 

マップ 

第２弾 

 扶桑教（ふそうきょう）（松原１－７－２０） 

富士山信仰（富

士講）に起源をも

ち、「松原のお富

士さん」として知

られる扶桑教の

本部（太祠）で

す。境内には富士山を模した「富士塚」の

ほか、明治時代の富士講登拝記念碑など

様々な石碑があります。松原へは、大正8

年(1919)に移転してきました。先代の富士

塚は高さ10メートルほどの立派なものでし

たが、昭和20年の空襲により取り壊されま

した。現在の富士塚は平成29年に復興し

たものです。 

正法寺（しょうぼうじ）（松原５－４３－３０） 

 浄土真宗本願寺派の

お寺です。以前は築地

にありましたが、関東大

震災で火災に遭い、震

災後の区画整理により

昭和4年に松原へ移転

しました。現在の本堂は

平成24年に建てられたものです。外観は本格

インド風建築が特徴です。松原5丁目にはこの

ように築地の区画整理で移転したお寺が5か寺

あり、「松原寺町」と呼ばれています。 

六地蔵尊（松原１ー１４－１１） 

  

 

 

 

 

 

 

この六地蔵の台座の銘文から、 

享保13年(1728)から寛延4年

(1751)にかけて建立されたことが

分かります。後に、堂内の額にもあ

るように、「子育六地蔵尊」として

信仰されるようになったと考えられ

ます。 

（世田谷区教育委員会文化財係監修） 

  三宝地蔵ほか（松原１－３９－２１）  

この地蔵堂には３種類の石仏

が祀られています。左から庚

申塔(文化5年(1808))、三宝

地蔵菩薩(寛保2年(1742))、

馬頭観音(文政5年(1822))で

す。馬頭観音は馬の供養や無

病息災の祈願を込めたもので

す。庚申塔は「かのえさる」の日の夜に村人が集

まり、夜を徹してお経を唱えたり宴会する行事を

記念したもの。庚申塔の側面には「是より二子ミち」

と書かれ、道標を兼ねていたことがうかがえます。 
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 松原まちづくりセンターでは、２月１日にマイナンバーカード電子証明書手続きコーナーが設置されました。 

 これにより、マイナンバーカードに関する一部のお手続きができるようになりました。 
 

      受付時間：午前８時３０分～午後５時（土日祝日、年末年始を除く） 

松原まちづくりセンターでできること 

●電子証明書の発行・更新 

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の有効期限（５年） 

が満了したことによる更新等 

●暗証番号の再設定・ロック解除 

暗証番号を忘れた、複数回の暗証番号入力誤りで暗証番号が 

ロックされた場合等 

●マイナンバーカード交付申請書の交付 

スマートフォンやパソコンからの申請時に必要な申請書の発行 

できないこと 

●マイナンバーカードの申請・交付 

●住所・氏名の変更 

●代理人による手続き 

●健康保険証利用の申し込み、 

公金受取口座の登録 

世田谷区マイナンバー制度コールセンター ☎03-3570-5031 

（午前８時～午後６時 ※祝日、年末年始を除く） 

防犯コラム ～悪質な詐欺に注意しましょう！ 

 

       

  災害に便乗した詐欺や、「点検商法」と言われる悪質商法の被害が報告されています。 

  不審な電話や訪問はすぐに断り、不安を感じたら消費生活センターや警察に相談してください。 

 

 「自治体が能登半島地震の義援金を集めている」という電話があった。 

  ➤公的機関が、各家庭に電話等で義援金を求めることはありません！ 

  公的機関を名乗って連絡があった場合には応じず、まずは当該機関に確認しましょう。 

 
 「無料点検をしている」と訪問してきた業者に点検を頼むと、「工事が必要だ」などと 

 噓をつかれ、不必要な工事をされた上に高額な修理費用を請求された。 

  ➤突然訪問し、「無料点検する」というような業者は、きっぱり断りましょう！ 

  修理の契約をする場合には、複数社から見積りを取った上で、慎重に検討しましょう。 
                               （国民生活センターHP、警視庁HPより引用） 

災害に便乗した悪質商法 

点検商法 

     北沢警察署     

   ０3-3324-0110（代表） 

  警察相談ダイヤル #9110 

不安を感じた場合はすぐご相談ください！ 

３ 

      世田谷区消費生活センター 

   相談専用電話 03-3410-6522  

   高齢者（65歳以上）専用電話 03-5486-6501 
（月～金曜 午前9時～午後4時半 土曜 午前9時～午後3時半） 

松原まちづくりセンター 



 

～令和５年度に実施した松原地区の行事一覧～ 

 ４月２９日  春の古着回収 

 ５月１８日～６月８日 ヨガでしなやかに身体改善（全4回） 

 ５月２０日  春の歩こう会～映画発祥のまち調布・多摩川遊歩道を歩く～ 

 ５月２４日  春の花の植え替え（松原5・6丁目） 

 ６月１７日  松原地区合同D型ポンプ操作訓練 

 ６月１９日～２３日  胃がん・大腸がん検診（保健センター）（全3回） 

 ７月２１日～３０日  夏休みラジオ体操（松原１丁目、三・四丁目） 

 ７月２１日～３１日  夏休みラジオ体操（松原２丁目、５・６丁目） 

 ７月２２日  車座集会（松原地区） 

 ７月３０日  omotenashi スキスキサマー2023（東松原商店街） 

 ８月２日  親子で学ぶ！防災教室 

 ８月９日  紙リサイクル出前授業  

 ８月１９日  普通救命講習会 

 ８月２６日、２７日  明大前サマーフェスタ＆盆踊り（明大前商店街） 

 ８月２６日、２７日  しもたかサマーフェスティバル（下高井戸商店街） 

 ９月９日  松沢小避難所運営訓練（松原三・四丁目） 

 ９月２３日、２４日  菅原神社例大祭 

 ９月３０日  ふれあい絆フェスタ（松原５・６丁目） 

 １０月７日  秋の古着回収 

 １０月１４日  松原デイキャンプ 

 １０月２１日  いちごの栽培講習会 

 １０月２８日  緑化フェア 

 １１月３日  わくわくキッズフェスタ（松原三・四丁目） 

 １１月１１日  梅丘中避難所運営訓練（松原５・６丁目） 

 １１月１８日  秋の歩こう会―荻窪・大正～昭和の別荘地を散策― 

 １１月１９日、２３日  ふれあい将棋広場 

 １１月２２日  秋の花の植え替え（松原５・６丁目） 

 １２月２日  松沢小避難所運営訓練（松原三・四丁目） 

 １２月９日  松原小避難所運営訓練（松原１丁目、２丁目） 

 １月１０日～３１日  健康づくり教室～おうちでもできるストレッチヨガ～（全４回） 

 ２月１０日～３月３日  せたがや梅まつり 

 ３月４日、８日  胃がん・大腸がん検診（保健センター） 

 ３月８日  春を彩る寄せ植え講習会 

 ３月１２日  健康講演会～健康長寿のための生活習慣 

 ３月１４日  ごみ減量・リサイクル推進委員会バス研修会（横須賀市リサイクルプラザ「アイクル」） 

 ３月２１日  世田谷再発見～松原むかし散歩 part2～ 

松原地区の行事  

 

 

 

 
 

 

※詳細は区のおしらせやＨＰをご覧いただくか、 

松原まちづくりセンター（３３２１－４１８６）までお問い合わせください。 

秋の歩こう会 

親子で学ぶ！防災教室 

緑化フェア 

～ 令和６年４月から６月までの主な行事予定 ～ 

４月２０日(土) 春の歩こう会 

４月２７日(土) 春の古着回収 

５月１５日(水)～６月５日(水) ヨガでしなやかに身体改善（全４回） 

６月１５日(土) 松原地区合同防災訓練 

梅まつりが４５回目を迎えました 

今年の１月２５日に 

４５周年を記念した 

植樹式が執り行われ、 

羽根木公園の梅林に

「楠玉（くすだま）」 

が植樹されました。 
開花した「楠玉」（イメージ） 

 

在宅避難のために 

備えよう！ 
 

令和６年１月１日１６時１０分ごろ、石川県能登地方で最大震度７を観測する大きな地震が発生しました。 

首都直下地震は、今後３０年以内に７０％の確率で発生すると予測されています。 

地震発生直後から在宅避難で避難生活を乗り切るために、今から備えておきましょう。 

 

 世田谷区では耐震診断・耐震化を支援しています！ 
 

   昭和５６（１９８１）年の建築基準法改正前に建てられた 

木造住宅の無料耐震診断士派遣や改修工事等に要する費用の 

一部助成制度があります。  詳しくはお問い合わせください。 
      

                  問合せ先（耐震相談窓口） 

     防災街づくり課 6432-7177 

 能登半島地震でも大規模火災が発生しました。地震が起きると火災が発生する危険があります。 

揺れがおさまったら使用中の電気機器の電源を切り、ガス器具は元栓を閉めましょう。また外に避難する時は忘れずに 

分電盤のブレーカーを切ってください。 

もし火災を発見した場合は、火が小さいうちに消火器やバケツの水などで消火しましょう。 

しかし自分の身の安全が第一です。炎が天井に届くなど、身の危険を感じたら消火活動をやめて避難してください。 

自宅にいない場合でも「感震ブレーカー」を設置しておくと自動的に住宅内の電源供給が停止し、 

火災を防ぐことができます。 
 

 ※「感震ブレーカー」とは、設定値以上の揺れを感知すると自動的に作動し、 

分電盤やコンセントの電気供給を止める器具です。 

（電気火災対策をしましょう） 

世田谷区ホームページ 

世田谷区ホームページ 

（耐震診断・耐震化） （転倒防止器具取付） 

 

 松原地区では消火器やスタンドパイプ、D型可搬ポンプなどを 

 使った防災訓練を行っています ! 

是非ご参加ください！！ 

 能登半島地震災害への支援にご協力をお願いします 

 能登半島地震からの復旧・復興を支援するため、支援金（寄附金）を募集し、被災自治
 体へ寄贈します。支援金の受付は、まちづくりセンターに設置している募金箱、または 
 下表の専用口座へお振込みください。 

能登半島地震災害支援金専用口座 受付期限：３月３１日 

金融機関名・本・支店名 口座番号 
振込手数料・硬貨取扱手数料 

（同じ金融機関からの振込の場合） 

みずほ銀行 世田谷支店 （普）３１２３０２９ 
本・支店の店舗窓口・ATM、 

みずほダイレクトでの振込時は無料 

世田谷信用金庫 本店 （普）０７９８１８４ 本・支店の店舗窓口での振込時は無料 

昭和信用金庫 本店 （普）１２７８１０６ 本・支店の店舗窓口での振込時は無料 

東京中央農業協同組合 千歳支店 （普）００９２２３５ 本・支店の店舗窓口での振込時は無料 
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在宅避難でも、 

避難所に行けば 

支援物資を受け取る 

ことができます！ 

ただし、支援物資は 

すぐには届きません。

自宅には最低３日分の

食品や生活物品を 

備蓄しましょう！ 

これまでの地震では、昭和５６年以前の旧耐震基準で作られた家屋の多くが全壊・半壊などの大きな被害を受け 

ました。家屋の大きな損傷を防ぐために耐震診断を受け、必要に応じた耐震補強を行いましょう。 

また、室内の家具には転倒防止装置を設置するなど安全対策を行ってください。家具の固定が難しいようなら、 

家具の配置を工夫して、寝る場所の近くや避難通路となる場所には家具を置かないようにしましょう。 

建物や室内は安全ですか？ 

地震による火災への備えは大丈夫？ 


